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９．特定事業、その他の事業に関する事項 

（１）道路特定事業 

①特定経路等の整備方針の設定 

重点整備地区の道路特性を念頭に置き、高齢者、身体障害者等が徳島駅から主要施設、

各主要施設間及び駅周辺を回遊できるバリアフリー化された道路ネットワークの形成をめ

ざして、特定経路と歩行ネットワーク形成経路の整備方針を設定します。 
 

①特定経路 
 
平成 22 年までに、バリアフリー基準に適合した整備を完了します。 
 

・既に整備済み又は整備に着手している路線については、可能な限り路線・区間を通し

たバリアフリー化に努め、バリアフリー基準に準じた整備を行うこととします。 

 

特定経路の整備基準 
 

歩道、幅員 幅員 2m 以上の歩道を連続して確保する。 

舗装 原則として、透水性舗装とする。 

こう配 

縦断こう配は 5%以下とする。ただし書きを適用して 8%まで

とする。 

横断こう配は１%以下とする。ただし書きを適用して２%まで

とする。 

歩車道の分離 
縁石線を設置し、縁石の車道に対する高さは15cm以上とする。

植樹帯の設置は状況による。 

歩道の高さ 車道に対して 5cm（セミフラット型）を標準とする。 

横断歩道との段差 2cm を標準とする。 

車両乗入れ部 こう配の基準を満たす部分を 2m 以上確保する。 

  

②歩行ネットワーク形成経路 
 
平成 22 年までに、バリアフリー基準に準じた整備・改善、バリアフリー点検で指摘を受

けた課題への対応やソフト施策の実施に着手します。 

 

・横断歩道等に接続する歩道の勾配や破損箇所等の整備・改善やバリアフリー点検など

で指摘を受けた緊急かつ重大な課題については早急に対処します。 
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②特定経路（道路） 

事業主体：国、徳島県、徳島市 

事 業 対 象 

事業者（道路管理者） 番号 路線名等 

国 ３-１ 国道 192 号 

４-１ 

４-２ 
国道 438 号（県管理国道） 

５ 県道宮倉徳島線 

６ 主要地方道徳島鴨島線 

徳島県 
（県管理国道を含む） 

７ 主要地方道徳島停車場線 

９-１ 

９-２ 
市道 0200 

13 市道 0240 

14 市道 0250 

15 市道 0265 

18 市道 0385 

21 市道 0463 

徳島市 

22 市道 0485 

 

整 備 方 針 

・原則としてバリアフリー基準に準じた歩道の整備 

 

主な事業内容等 

・有効幅員の確保された歩道空間の整備 

・歩道の路面、勾配、段差などの改善により平坦性を確保 

・視覚障害者誘導用ブロックの設置、または色や位置の改善 

・看板などの路上の不正使用物の取締りや撤去の要請 

・放置自転車の撤去や警告などの推進 
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③特定経路（徳島駅前広場） 

事業主体：徳島市、四国旅客鉄道㈱ 

事業対象：徳島駅前広場 

 

整 備 方 針 

・バリアフリー基準及び整備ガイドラインに適合した整備をめざす。 

 

主な事業内容等 

・歩道切下げ部の勾配及び段差の改善により平坦性を確保 

・視覚障害者誘導用ブロックの色や位置の改善 

・放置自転車の撤去や警告などの推進 

・照明の追加 

 

 



 

４８ 

 

（２）公共交通特定事業 

公共交通特定事業は、公共交通特定事業者が基本構想に基づき公共交通特定事業計画を

作成し、駅舎、ホーム、車両等におけるバリアフリー化を推進します。 

 

①徳島駅 

事業主体：四国旅客鉄道㈱ 

事業対象：駅舎、ホーム、車両等 

 

整 備 方 針 

・バリアフリー点検で指摘のあった箇所の補修・改善の推進 

・原則として「バリアフリー基準」及び「整備ガイドライン」に準じた整備の推進 

 

主な事業内容等 

・高齢者、身体障害者等に配慮した案内施設の改善及び設置 

・駅社員による高齢者、身体障害者等への対応と乗客への啓発活動の推進 

 

現在、徳島駅ではバリアフリー関連として、以下のような対応に取り組んでいます。 

・駅構内へのエレベーターの設置 

 平成 15 年 2 月 20 日から、駅構内の２番線と３番線側の階段横に車いす仕様のエ

レベーター２基を設置し、ホーム間を移動しやすくしました。 

・点字案内板の設置 

 同時に、駅正面入口に点字案内板を設置しました。これには、センサーにより、人

が近づくと音声によって案内板の位置を知らせる装置が付いています。 

・オストメイト対応のトイレ 

 コンコースにある既存多目的トイレにオストメイト設備を装備しました。 

・盲導鈴の設置 

 改札口上部に、常時、盲導信号を発信して改札口であることを知らせる盲導鈴を設

置しました。 

・車いす対応トイレ付き車両の導入 

 平成 12 年度に徳島地区に２両を導入して以来、平成 16 年度末で 10 両が徳島地

区で走行しています。平成17年度以降にも、毎年８両程度の導入を目指しています。 

・サービス介助士の配置 



 

４９ 

 四国旅客鉄道㈱では、高齢者や身体障害者が安心して駅を利用できるよう、平成 16

年 11 月１日からサービス介助士の資格取得者を 17 名配置しました。徳島地区では

徳島駅、阿南駅、阿波池田駅に各１名づつ、車掌１名を配置しました。 

平成17 年度以降にも毎年20 名程度のサービス介助士の育成を目標とし、同時に、

配置された各駅での他職員への教育、普及に努め、ソフト面からも「人にやさしい鉄

道」を目指します。 

 

 

②路線バス 

事業主体：徳島バス㈱、徳島市交通局 

事業対象：バス車両等 
 

整 備 方 針 

・バリアフリー点検で指摘のあった箇所の補修・改善の推進 

・高齢者、身体障害者等の安全性や快適性に配慮した整備の推進 

 

主な事業内容等 

・低床バスの導入及び利用案内 

・乗務員、乗客による高齢者、身体障害者等への対応の推進 

 

現在、各バス会社ではバリアフリー関連として、以下のような対応に取り組んでいます。 

・平成 16 年 11 月 5 日より「とくしまバス Navi」の運用を開始しています。このシ

ステムでは、今まで各事業者毎に検索しなければならなかった徳島バス、徳島市営バ

ス、小松島市営バス、鳴門市営バスの時刻表や運賃が携帯電話やパソコンで検索でき

る他、バス会社からのお知らせでは台風時の運行状況などの情報提供も行っています。 

・（徳島バス）平成 16 年度末時点で一般路線バス 100 両のうち、ノンステップバスを

24 両、ワンステップバスを 11 両保有しており、平成 17 年度にもノンステップバ

スを３両導入する予定です。 

・（徳島市バス）平成 16 年度末時点で、路線バス 72 両のうちノンテップバス８両、ワ

ンステップバス３両です。平成 17 年度にはノンステップバス２両を導入する予定で

す。 
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（３）交通安全特定事業 

交通安全特定事業は、公安委員会が基本構想に基づいて、交通安全特定事業計画を作成

し、重点整備地区内における特定経路等におけるバリアフリー化を推進します。 
 

事業主体：公安委員会 

 

整 備 方 針 

・道路整備と連携した交通安全施設の整備や改善 

・違法駐車などの交通マナー向上のための、取り締まり強化と広報・啓発活動 

 

主な事業内容等 

・高齢者、身体障害者に配慮した信号機等の整備 

・違法駐車車両、不正使用者の取り締まり強化 

・違法駐車、不正使用者の防止のための広報・啓発活動 
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（４）その他の事業 

①歩行ネットワーク形成経路（道路） 

重点整備地区内において歩行ネットワーク形成経路に位置付けた経路については、道路

周辺の状況や現在の整備状況を考慮し、安全な歩行空間の確保が図れるようバリアフリー

化を推進します。 

事業主体：国、徳島市 

事 業 対 象 

事業者（道路管理者） 番号 路線名等 

１ 国道１１号 

２ 国道 55 号 国 

３-２ 国道 192 号 

８-１ 

８-２ 
市道 0100 

10 市道 0202 

11 市道 0210 

12 市道 0219 

16 市道 0335 

17 市道 0358 

19 市道 0407 

20 市道 0416 

23 市道 0486 

24 市道 0487 

25 市道 1597 

26 市道 1612 

27 新町川水際公園 

徳島市 

28 徳島中央公園 

 

整 備 方 針 

・平成２２年までに、バリアフリー基準に準じた整備・改善、バリアフリー点検で指

摘を受けた課題への対応やソフト施策の実施に着手 

 

主な事業内容等 

・安全性に配慮された歩行空間の確保 

・歩道の路面、勾配、段差等の改善により平坦性を確保 

・設置箇所や色に配慮した視覚障害者誘導用ブロックの設置や改善 

・看板などの路上の不正使用物の取締りや撤去の要請 

・放置自転車の撤去や警告などの推進 


